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宇宙活動法の改正

官民協議会の
協議事項

民間企業

宇宙（サブオービタル）関係 検討の進め方イメージ（仮）

改正宇宙活
動法の施行

航空機とサブオービタル機の
飛行に関する調整

サブオービタル飛行機の
機体の取扱い・飛行に関
する事項

空港を利用する場合

宇宙活動法によるサブオー
ビタル飛行の規律の可否や
その内容について更に具体
的に検討を深める必要

中間とりまとめ
（宇宙活動法見直し小委員会）

サブオービタル機の
空港利用に関する調整

具体的な実験計画等の提案

その他関係省庁に関る事項

上記法改正に伴う検討と並行して、
サブオービタル飛行が改正宇宙活動法で規律
されることとなった場合の、改正に伴う実験計画
等の適用に関する円滑な移管について整理

具体的制度の検討
【サブオービタル飛行の取扱い含む】

サブオービタル飛行が
宇宙活動法で規律
される場合

左記期間中の整理
結果に基づき、検討
結果や審査データの
移管・基準の読み替
え等を実施

航空法に基づく試験飛行の
適用に関する検討・確認

空港利用での試験飛行に関する
手続きの検討・確認

その他関係法令に関する
検討・調整

２ ０ ２ ５ 年 ４ 月 １ ６ 日
国 土 交 通 省 航 空 局
内閣府宇宙開発戦略推進事務局

サブオービタル機に関する関
係法令に係る検討・調整
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